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１．事業計画の概要

（１）過疎地域持続的発展計画の期間

令和８年４月１日～令和１３年３月３１日までの５年間

（２）計画の達成状況の評価について

過疎計画で定めた主要施策を実現するため、各施策の実行状況について定期的な分析・

評価を行い、PDCAサイクルによる評価結果を踏まえて毎年度見直しを行う。

（３）評価手法

第６次総合計画後期基本計画及び第３期総合戦略で記した事業の目標値及び指標と合わ

せて実施し、議会への報告並びに町ホームページで公表する。

（４）年度別事業計画

第６次総合計画後期基本計画及び第３期総合戦略の事業を実施し目標を達成するための

実施計画と合わせて、過疎地域持続的発展計画の目標達成のための令和８年度事業計画を

策定する。


